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第３章 計画の基本的な考え方 

1.  基本理念と基本的な方向 

 

基本理念： 人も元気 地域も元気 生き活き輝き みんなでつくる 健康文化都市・とみぐすく 

 

「人も元気 地域も元気 生き活き輝き みんなでつくる 健康文化都市・とみぐすく」を基本理念とし、

全体目標「①健康寿命の延伸 ②早世の予防 ③親と子が健やかである」の達成をめざし、以下のとお

り、豊見城市の健康づくりの基本的方向を定めます。 

 

現在の健康状態は、これまでの生活習慣や社会環境等の影響を受ける可能性があること、また、次

世代の健康に影響を及ぼす可能性があることから、胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯に通じた

健康づくりに取り組みます。 

 

 

 

  



 

41 

2.  めざす目標 

  

本市の現状と課題を踏まえ、国及び県の方針を参考として、本市のめざす目標を前計画に引き続き以

下の３つに設定します。 

 

 

 

①健康寿命の延伸  ②早世の予防  ③親と子が健やかである 

 

 

 

 

めざす目標 指標 現状 
目標値 

(令和 18 年度) 

健康寿命の延伸 

平均寿命増加分と 

健康寿命の増加分 

の差 

平均寿命 

男 81.4 年 

女 88.7 年 

 

健康寿命 

男 79.6 年 

女 84.7 年 

（令和３年） 

平均寿命の増加分 

を上回る健康寿命 

の増加 

早世の予防 

（65 歳未満の 

死亡率の減少） 

20 歳から 65 歳未満

の死亡率の全国との差 

※P43 参照 

（令和２年） 
全国との差の縮小 

親と子が健やかである 低出生体重児の割合 
12.0％ 

（令和４年度） 

評価時点で 

国の値をめざす 
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（１） 健康寿命の延伸 

 

健康寿命とは、「日常生活が自立している期間の平均」のことです。高齢化の進展及び疾病構造の

変化を踏まえ、生活習慣病の予防、社会生活を営むために必要な機能の維持・向上を図ることにより、

健康寿命を延伸することが重要です。 

 豊見城市では令和３年度の平均寿命と健康寿命の差が、男性 1.8 年、女性 4.0 年となっており、

国の男性 1.5 年、女性 3.3 年と比べると長くなっており、健康寿命を延伸することにより差を縮めること

が重要です。 

 

 

 

出典：沖縄県市町村別健康指標 

 

  

79.6年

78.8年

80.0年

81.4年

80.6年

81.5年

75年 80年 85年 90年

豊見城市

沖縄県

全国

平均寿命と健康寿命の差（R３男性）

平均寿命

健康寿命

1.5年

1.8年

1.8年

84.7年

83.8年

84.3年

88.7年

87.6年

87.6年

75年 80年 85年 90年

豊見城市

沖縄県

全国

平均寿命と健康寿命の差（R３女性）

平均寿命

健康寿命

3.3年

3.8年

4.0年

※健康寿命の算定方法：以下①～③の 3 つの方法があり、それぞれ規定が異なります。  

①「日常生活に制限のない期間の平均」 

②「自分が健康であると自覚している期間の平均」 

③「日常生活が自立している期間の平均」 

豊見城市では③で評価をします。介護保険の要介護認定数等により算出されます。①②は市町村単位での算出は困難です。 
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（２） 早世の予防（20～65 歳未満の死亡率の減少） 

 

 沖縄県においては 20 歳から 65 歳未満の働き盛り世代の死亡率が高いという課題があり、本市にお

いても、全国と比較して 30 歳～64 歳の男性、45 歳～54 歳の女性の死亡率が高い状況にあり、市

全体の健康水準を高めるためには、早世の予防に取り組むことが重要です。 

 

 

 

 

 

出典：e-Stat（令和２年市区町村別生命表） 
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（３） 親と子が健やかである 

 

 ライフステージに特有な健康づくりにおいて、母子保健の取組が重要です。 

妊娠期は、母体の健康状態、生活環境が胎児の成長に直接影響する時期であることから、妊娠期

の健康保持のための生活習慣が大切です。将来の健康や特定の病気のかかりやすさは、胎児期や生

後早期の環境を強く受けて決定されると言われています。 

本市では、低出生体重児（2,500ｇ未満）で生まれる割合が 10～12％前後で推移しており、国

（約９％）より高くなっています。（沖縄県の割合は 11％前後です。）低出生体重児は、発達の遅

れ、将来の肥満、心疾患等の生活習慣病のリスクが高くなります。母体側の背景要因である高血圧、

やせ、喫煙に関しては、妊娠前から母親の健康づくりによる予防が重要です。 

乳幼児期は、心身の健やかな成長と人格形成において重要な時期であり、保護者、周囲の大人がこ

どもの成長発達について正しく理解し、こどもが望ましい生活習慣を形成できるよう関わることが必要です。 

子育て世代が必要としている支援につながり、安心して子育てできるよう、地域社会と連動した切れ

目のない支援体制の構築を目指します。 

 

健康増進計画、母子保健計画、食育推進計画に共通する三つのめざす目標のうち、「③親と子が

健やかである」については、前述のとおり低出生体重による出生を予防することが本目標のスタートである

ことから、指標を「全出生数中の低出生体重児の割合」とします。 

 

母子保健の指標、取組の詳細については、第６章の母子保健計画で述べます。健康とみぐすく 21

に共通するめざす目標を実現するため、母子保健計画においては、妊娠期から子育て期、乳幼児期に

特有な健康課題に着目し、基本方針を下記のとおり設定します。 

 （１）安全安心に妊娠・出産ができる 

 （２）すべてのこどもが望ましい生活習慣を身につけ健やかに育つ 

 （３）安全安心な子育てができる 

 

      ●低出生体重児の割合 

   ・沖縄県と同様、全国より高い状況が続いています。 

 

出典：（市・県）衛生統計年報（人口動態編）、（国）沖縄の母子保健 
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3. めざす目標を達成するための全体像 

 本計画では、ロジックモデル（結果と原因の因果関係を論理的に図式化したもの）を活用し、めざす

目標の達成に向けて何が必要かを論理的に逆算し、最終ゴール（重症化予防）、中間ゴール（健康

状態）、初期ゴール（行動変容）の指標と目標値を設定します。 

初期ゴール（行動変容）に対応した、８つの分野の生活習慣改善に取り組みます。 
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